
（仮称）松本市発達障がい児等の支援に関する条例の骨子（案）に対する 

パブリックコメントの結果 

 
１ 募集期間 
  令和５年１１月２４日（金）から令和５年１２月２５日（月）までの３２日間 
 
２ 閲覧方法 
⑴ 市ホームページ 
⑵ 窓口（行政情報コーナー、教育委員会、こども福祉課、及びあるぷキッズ支援室） 

 
３ 実施結果 
⑴ 件数 

１３件（１０人） 
⑵ 提出方法 

  ア 窓口提出   ３件（１人） 
  イ ＦＡＸ     ２件（２人） 
  ウ 電子メール   ８件（７人） 
⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 趣旨同一の意見 
意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれて

いるもの 
６件 

イ 参考とする意見 
案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 
６件 

ウ 対応が困難な意見 対応が困難なもの １件 

  
４ 意見等の概要及び市の考え方 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

事業全般  幼少期に療育・学校・家庭に
おいて適切な行動を学び、継続
していくことが重要だと思う。 

【ア 趣旨同一の意見】 
 ご意見のとおり、幼少期から
適切な行動を学び、継続してい
くことは大切であると考えてい
ます。 
 現在あるぷキッズ支援室で実
施している、入園前の子ども及
び保護者を対象にした教室や、
保育園、学校等での巡回支援等
において、引き続き実施してい
きます。 

２ 

事業全般  知識の普及と共に、実際に同
じ時間を過ごすことが必要。放
課後に親の付き添いなしで、地
域の子たちと触れ合い、接点を
持ち、時間を共有することで、
障がいの理解が深まると思う。 

【イ 参考とする意見】 
 子ども同士が共に過ごせる場
について、様々な事業や取組み
の中での実現を目指します。 

 
 



 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

３ 
事業全般  知的障がいのある子どもへ

の対応も希望します。 
【ア 趣旨同一の意見】 
 発達障がい児等の対象として
捉えています。 

４ 

事業全般  支援級や特別支援学校へ在
籍している子どもが、専門知
識を持つ指導者の支援を受け
られる場が必要 

【イ 参考とする意見】 
 インクルーシブセンターに配
置する様々な専門職員が、主治
医等とも連携しながら、必要な
支援について対応します。 

５ 

事業全般  子どもの数が減る中で、通
常学級以外の学びの場で学ぶ
子どもが増え続けるのは、今
の学校のシステムが多様性の
ある子どもに対応できず、分
離教育が進んでいるからでは
ないか。 
障害のある子どもが他の子

どもと同様の環境で個別な配
慮を受けて教育を受ける権利
を保障し、インクルーシブな
社会の実現を目指すことを条
例に盛り込んでほしい。 

【イ 参考とする意見】 
 今回の条例は、インクルーシ
ブ社会の実現に向けて、特に重
要である発達障がい児等の支援
に特化した条例を制定するもの
です。「発達障がい児等の支援」
に焦点化し、取組みを重ねるこ
とで、それを土台としたインク
ルーシブ教育システムの構築を
目指します。 

６ 

事業全般  支援を目的にするのではな
く、インクルーシブ社会の実
現を目的とすることを提案し
ます。 

【イ 参考とする意見】 
 今回の条例は、インクルーシ
ブ社会の実現に向けて、特に重
要である発達障がい児等の支援
に特化した条例を制定するもの
です。条例の「前文」及び「目的」
において、本市の目指す姿を明
記します。 

７ 
事業全般  就職し、仕事が終了した後

の支援が必要と考えます。 
【イ 参考とする意見】 
 今後、支援対象の拡大を目指
していきます。 

８ 

３ 支援拠点
の設置 

 子どもが居るところがイン
クルーシブでなければなら
ず、支援者の拠点が「インクルー
シブの中心（センター）」とい
う名称を変更することを希望
します。 

【ウ 対応が困難な意見】 
「センター」という単語には

複数の意味があり、本条例では
「機関や施設」という意味で用
いています。 
インクルーシブな教育環境の

実現を目指し、支援、普及及びサ
ポートを推し進めていく施設と
して、名称を「松本市インクルー
シブセンター」と定めたもので
す。 
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９ 

４ センター
の所掌事項 
 

 学校卒業後の生活支援につ
いて利用できる事業所の情報
提供窓口の設置を希望しま
す。 
 また、利用者や保護者、事業
所スタッフ等から話を聞ける
勉強会を希望 

【イ 参考とする意見】 
 松本市基幹相談支援センター
と共に、市内４か所の障害者
相談支援センターでは、卒業
後の支援についての相談にも
対応しています。各センター
とも連携しながら、支援の充
実を図ります。 

１０ 

４ センター
の所掌事項 

 加配保育士が参加し専門知
識が学べる機会を希望しま
す。また、学齢期支援の人材育
成とサービスの拡充を希望し
ます。 

【ア 趣旨同一の意見】 
 加配保育士を含めた支援者
のための研修を、引き続き実
施します。 

１１ 

４ センター
の所掌事項 

 保健・福祉の事項を入れた
ほうがよいのではないか。 

【ア 趣旨同一の意見】 
４ センター所掌事項⑴⑵⑸
⑹は保健・福祉に関わる事項
と捉えています。 

１２ 

５ センター
の職員配置 

 連携ではなく、専門家をセ
ンターの一員として位置付け
ることを希望します。 
 また、専門的な連携先を県
内外から積極的に取り入れ、
支援の充実を図ってほしい。 

【ア 趣旨同一の意見】 
 センターの職員として、
様々な専門職を配置します。 
 また、今後も引き続き、県内
外の専門機関との連携を図り
ながら事業を進めます。 

１３ 

５ センター
の職員配置 

 教員に対応できる職員の配
置を希望します。 

【ア 趣旨同一の意見】 
 ご意見のとおり、教育の専
門的な知識を有する職員を配
置します。 

 


